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１．男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保

することができるようにしなければならない。

（１）保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保（法第１２条）

※健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
●妊娠中
妊娠２３週までは ４週間に１回
妊娠２４週から３５週までは ２週間に１回
妊娠３６週以後出産までは １週間に１回

（２）指導事項を守ることができるようにするための措置（法第１３条）

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性

労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減

等必要な措置を講じなければなりません。

※指導事項を守ることができるようにするための措置
〇 妊娠中の通勤緩和（時差出勤、勤務時間の短縮等の措置）
〇 妊娠中の休憩に関する措置（休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置）
〇 妊娠中または出産後の症状等に対応する措置（作業の軽減、休業等の措置）

※健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
●産後（出産後１年以内）
医師等の指示に従って必要な時間を確保する

※「母性健康管理指導事項連絡カード」について（令和３年７月１日～様式改正）
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に
伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。

母性健康管理措置は、正社員だけでなく、契
約社員やｱﾙﾊﾞｲﾄなど、非正規雇用労働者も対
象となります。また、派遣労働者については、
派遣元事業主及び派遣先のいずれについても
措置義務があります。
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（３）新型コロナウイルス感染症に関する措置について（平成９年労働省告示第１０５号）

① 対象とする女性労働者
妊娠中の女性労働者で当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレス

が、母体や胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けた方

② 具体的措置内容
〇作業制限
（例）不特定多数の顧客当との対面での接客が求められる業務から、接客業務を免除し、主にバックヤードの業務に変更する。

〇出勤の制限
（例）混雑した交通機関での通勤が避けられない労働者について、通勤経路、通勤方法の変更を認める、混雑を避けられるよう

時差出勤を認める。混雑が交通機関での通勤が避けられない場合、在宅勤務や休業を認める。

③ 適用期間
令和２年５月７日から令和５年３月３１日まで

④ 母性健康管理指導事項連絡カードの記入の仕方
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が必要な場合は、主治医等が母性健康管理指導事項連絡カード表面の

「標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項」の欄に具体的な指導内容を記入します。

（例）〇指導内容：新型コロナウイルス感染症の感染のおそれが低い作業への転換、もしくは出勤の制限（在宅勤務・休業）
の措置を講じること。

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によっ

て、新型コロナウイルスの感染に大きな不安やストレスを抱える場合があります。

そうした心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与える恐れがあるため、男女雇用機会

均等法に基づく指針が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置として、「新型コロ

ナウイルス感染症に関する措置」が新たに規定されました。
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事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均

等法による母性健康管理措置や深夜業の免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなど

を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

※ 不利益な取扱いと考えられる例
〇 解雇すること
〇 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
〇 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
〇 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
〇 降格させること
〇 就業環境を害すること
〇 不利益な自宅待機を命ずること
〇 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
〇 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
〇 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

（５）職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置（法第11条の３関係）

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制整備
③職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
⑤上記に併せて講ずべき措置（プライバシー保護、不利益取扱いの禁止）

事業主は、職場における妊娠・出産等に関するﾊﾗ ｽ ﾒ ﾝ ﾄ防止する措置を講じなければなりません。

（４）妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（法第９条）
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（６）紛争の解決（法第１５条から第２７条）

母性健康管理措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助

の申出を行うことができます。

（７）行政指導の実施及び企業名の公表（法第２９条、第３０条、第３３条関係）

厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、

報告を求め、又は助言、指導、若しくは勧告をすることができます。

事業主がこの報告をしない、又は虚偽の報告をした場合には、２０万円以下の過料に処せられます。

さらに、母性健康管理措置が講じられず是正指導にも応じない場合には、企業名公表の対象となり

ます。

妊婦の通院休暇は、年次有給休暇を利用するよう指示しても問題ないでしょうか。また、前年から繰り越された年次有
給休暇の未消化分を通院休暇に当てるよう指示してもよいでしょうか。

母性健康管理指導事項連絡カード（母健カード、又は医師の診断書等）を提示せず、女性労働者から事業主に措置の申
出をした場合、事業主は当該労働者の申出に応ずる義務があるのでしょうか。

勤務時間の短縮や休憩、休業の措置について、賃金の取扱いはどうするべきでしょうか。①

②

③



２．労働基準法における母性保護規定

産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）〈いずれも女性が請求した場合に限る〉

産後は８週間、女性を就業させることはできません。

（ただし、産後６週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、

就業させることはさしつかえありません。）

（１）産前・産後休業（法第６５条第１項及び第２項）

（２）妊婦の軽易業務転換（法第６５条第３項）

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

働く女性が流産・死産した場合に利用できる制度について

①産後休業 対象者：妊娠４か月以降（妊娠８５日以上）に死産した女性労働者

内 容：事業主は、原則８週間、当該労働者を就業させてはいけません。

（本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には６週間でも可。）

②母性健康管理措置 対象者：流産・死産後１年以内の女性労働者（妊娠の週数は問いません。）

内 容：医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。

事業主は女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることが

できるようにすることが義務づけられています。出産した場合だけに限らず、流産・死産後１年以内の

女性労働者についても同様です。
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２．労働基準法における母性保護規定

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

（５）妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限（法第６６条第２項及び第３項）

（６）育児時間（法第６７条）

生後満１年に達しない生児を育てる女性は、１日２回各々少なくとも３０分の育児時間を請求する

ことができます。

（７）罰則（法第１１９条）

上記の規定に違反した者は、６か月以下の懲役または３０万以下の罰金に処せられます。

（４）妊産婦等に対する変形労働時間制の適用制限（法第６６条第１項）

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、１日及び１週間の法定労

働時間を超えて労働させることはできません。

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

（３）妊産婦等の危険有害業務の就業制限（法第６４条の３）
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３．新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇制度導入・休暇取得支援コース助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休

暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制

度を設けて取得させた事業主を助成します。
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